
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分） 116,000 千円

【歳出】　社会保障施策に要する経費 1,931,799 千円

【歳出内訳及び充当状況】 単位：千円

うち
社会保障
財 源 分

総合福祉事業
（保健福祉センター運営費など）

110,702 2,583 0 36,654 71,465 6,292

高齢者福祉事業
（老人保護措置費など）

53,627 1,014 0 11,718 40,895 3,601

障がい者福祉事業
（自立支援給付費など）

362,138 256,314 0 67 105,757 9,311

児童福祉事業
（保育所運営費など）

637,582 138,494 0 27,917 471,171 41,482

計 1,164,049 398,405 0 76,356 689,288 60,686

国民健康保険事業 106,666 44,625 0 0 62,041 5,462

後期高齢者医療保険事業 207,672 36,214 0 0 171,458 15,095

介護保険事業 196,803 11,895 0 0 184,908 16,280

計 511,141 92,734 0 0 418,407 36,837

医療給付事業
（障がい者医療費給付など）

44,294 18,014 0 3,686 22,594 1,989

地域医療事業
（医療機関運営費助成など）

138,957 1,500 0 0 137,457 12,102

保健予防・検診事業
（予防接種・がん検診など）

61,176 1,684 0 18,007 41,485 3,652

母子保健事業
（妊産婦健康診査など）

12,182 449 0 3,400 8,333 734

計 256,609 21,647 0 25,093 209,869 18,477

1,931,799 512,786 0 101,449 1,317,564 116,000
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上記は令和３年度清水町一般会計当初予算ベースによる充当状況である。

令和３年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況について

　平成２６年４月１日から施行された消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障施策に要
する経費に充てるものとされています。
　令和３年度清水町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る社会保障施策に要する経費への
充当状況は次のとおりです。
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